
 

 

令和３年度事業報告 

 

 我が国の少子高齢化は加速度的に進行しており、それによって労働人口の 

減少が続き、将来にわたっての労働力不足が顕著になるとともに、公的年金  

制度維持の観点からも重要な問題となっています。 

労働力不足と公的年金制度維持のため、政府は高年齢者の雇用の安定を目的

とした法改正を行い、企業に対し定年を６５歳まで延長すること、７０歳まで

の就業機会の確保を努力義務とする方針を打ち出しました。しかしながらこの

方針は、６０歳以上の高年齢者を構成員とするシルバー人材センターにとって

は、会員確保に大きな障壁となっていくものと危惧されております。 

 また、令和２年当初からの新型コロナウィルス感染症が世界中で猛威を振っ

ている状況が続き、公共施設の閉鎖やまん延防止等重点措置が取られるなど 

社会生活に大きな影響を及ぼしました。昨年末あたりには、感染者数も落ち  

着いた状態が続いていましたが、ウィルスが変異したオミクロン株、またその

変異株と次々と感染力の強いウィルスに置き換わっており、収束の兆しも見え

ない状況が続いております。 

 このような社会情勢の中、三豊市シルバー人材センターの状況を見てみます

と、これまで減少を続けてきた会員数は、対前年３人減に留まったものの、  

新型コロナウィルス感染症を警戒しての経済活動の鈍化は、受託事業、労働者

派遣事業に大きな影響を及ぼすこととなりました。 

 

 令和３年度においては、 

  １．会員の拡大 

  ２．就業機会の拡大 

  ３．安全就業の推進と健康確保 

  ４．適正就業ガイドラインに沿った事業運営 

  ５．シルバー派遣事業の拡充 

  ６．職業紹介事業の推進 

  ７．関係機関・関係団体との連携強化 

これら７点の事業実施計画により事業を進めて参りました。 

 以下、事業の成果を報告いたします。 

  



 １．会員の拡大 

    会員拡大の取り組みとしましては、各種パンフレットの活用による 

周知、毎月第一木曜日の入会説明会の開催による入会勧誘を行いました。 

入会希望者に対する迅速な入会承認と就業機会の早期提供等につき 

ましては、就業機会を逃す恐れのある場合に理事長の専決処分により入会

承認する制度を導入いたしました。 

新型コロナウィルス、最近ではオミクロン株の変異などにより、より 

感染力が強いウィルスの感染が広がることにより、感染拡大防止の状況 

から公共施設の閉鎖、各種イベントの開催中止が続いており、こちらから

出向いて行ってのＰＲ活動は行えない状況が続きました。 

 

会員数の推移          令和４年３月３１日現在（単位：人） 

 ２年度末 入会者数 退会者数 ３年度末 構成比 

男 性 ３３５ ２２ ２４ ３３３ 64.2% 

女 性 １８７ １５ １６ １８６ 35.8% 

合 計 ５２２ ３７ ４０ ５１９  

 

 

 

２．就業機会の拡大 

   会員拡大には、その会員数に対応できる就業機会の確保が重要となり 

ます。就業機会の拡大を目指して、過去の発注先や新たな企業を訪問して

勧誘を行うことを計画しておりましたが、新型コロナウィルス感染拡大が

続く状況下では、活動に大きな制限を受けることとなり、業務量の回復も

きびしい状況となりました。 

 

受託事業の実績 

区  分 令和３年度 令和２年度 対前年比 

会 員 数  （人） ５１９ ５２２ ９９．４％ 

受注件数   （件） ３，８０９ ３，７６０ １０１．３％ 

契約金額  （千円） ２４７，４５３ ２５３，１３９ ９７．８％ 

就業延人員 （人日） ４８，８６３ ４９，３９５ ９８．９％ 

就業実人員  （人） ３８６ ４００ ９６．５％ 

就 業 率  （％） ７４．４ ７６．６ ９７．１％ 

 

 



 ３．安全就業の推進と健康確保 

    安全就業は、シルバー事業発展のための根幹をなすもので、安全適正

就業委員会を中心に、安全就業の推進を図って参りましたが、令和３年

度は１０件の傷害事故が発生しました。その多くが、草刈及び剪定作業

中に発生したもので、今後も引き続き新型コロナウィルスの状況を注視

しつつではありますが、安全パトロールによる指導や安全講習会の開催

等により事故ゼロを目指していきます。 

 

 

 ４．適正就業ガイドラインに沿った事業運営 

    適正就業ガイドラインは、会員の働き方に係る重要な指針で、これに

沿った業務運営が求められています。このガイドラインに照らし、請負

就業として問題があると思われる事案については、派遣事業への切り 

替えを要請しました。 

今後も定期的に就業内容の点検を行い、問題がある事案については相手

方と交渉を行い、是正措置を講じて参ります。 

 

 

 

 ５．シルバー派遣事業の拡充 

    公益社団法人香川県シルバー人材センター連合会三豊事務所として、

「臨時的かつ短期的な仕事またはその他の軽易な業務」という就業範囲

を認識しながら、派遣労働を希望する会員を対象に「労働者派遣事業の

適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に基づき労働

者派遣事業を実施いたしました。 

    新型コロナウィルス感染拡大を受けて、令和２年度で大きく落ち込ん

だ派遣事業は、令和３年度においても減少が続いており、下記区分の  

全ての項目において前年度を下回るものとなりました。 

 

 労働者派遣事業の実績 

区   分 令和３年度 令和２年度 対前年比 

受注件数    （件） ２１ ２２ ９５．５％ 

就業登録数   （人） ６５ ６９ ９４．２％ 

実 人 員   （人） ３０ ４１ ７３．２％ 

就業延人員  （人日） ３，５７９ ４，２８７ ８３．５％ 

契約金額   （千円） １８，９２５ ２１，７７８ ８６．９％ 



 

 ６．職業紹介事業の推進 

    公益社団法人香川県シルバー人材センター連合会三豊事務所として、

職業安定機関と連携しながら、企業からの求人、会員からの求職情報を

管理し、職業紹介業務を行いました。 

    令和３年度においては、３事業所からの求人があり、３名の会員を  

紹介し就労しました。 

 

 

 

 ７．関係機関・関係団体との連携強化 

    三豊市をはじめ、ハローワーク等関係機関との連携強化を図り、会員

拡大、就業機会の拡大を進めて参りましたが、新型コロナウィルス感染

拡大の長期化により活動機会に恵まれない状況となりました。 

    また、三豊市商工会等の経済団体や労働団体、社会福祉関係団体等  

との連携強化によりセンター事業の規模拡大を目指しましたが、目に 

見える成果とはなりませんでした。令和４年度も引き続き積極的に活動

を行っていきたいと思います。 

 


